
○

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
施
行
に
伴
う
厚
生
労
働
省
関
係
省
令
の
整
備
に
関
す
る
省
令

新

旧

対

照

条

文

○

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）

（
抄
）

（
第
一
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

（
令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

付
）

付
）

第
九
十
八
条

令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に

第
九
十
八
条

令
第
四
十
一
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に

関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
九
の
三

（
略
）

一
～
九
の
三

（
略
）

九
の
四

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査

費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染
防
止
医
療
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）

（
令
第
四
十
三
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

（
令
第
四
十
三
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
百
六
条

令
第
四
十
三
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

第
百
六
条

令
第
四
十
三
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七
の
二

（
略
）

一
～
七
の
二

（
略
）

七
の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）



置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感

染
防
止
医
療
費
の
支
給

八

（
略
）

八

（
略
）

（
令
第
四
十
三
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

（
令
第
四
十
三
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
百
七
条

令
第
四
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
条

第
百
七
条

令
第
四
十
三
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
百
十
条

第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一
～
八
の
二

（
略
）

一
～
八
の
二

（
略
）

八
の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感

染
防
止
医
療
費
の
支
給

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）



○

船
員
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
十
五
年
厚
生
省
令
第
五
号
）
（
抄
）

（
第
二
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

（
令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
八
十
六
条

令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す

第
八
十
六
条

令
第
八
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
十

（
略
）

一
～
十

（
略
）

十
の
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査

費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染
防
止
医
療
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

十
一
・
十
二

（
略
）

十
一
・
十
二

（
略
）

（
令
第
十
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

（
令
第
十
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
九
十
六
条

令
第
十
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

第
九
十
六
条

令
第
十
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七

（
略
）

一
～
七

（
略
）

七
の
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感

染
防
止
医
療
費
の
支
給

八

（
略
）

八

（
略
）



（
令
第
十
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

（
令
第
十
条
第
六
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
九
十
七
条

令
第
十
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
十
六
条

第
九
十
七
条

令
第
十
条
第
六
項
に
お
い
て
読
み
替
え
て
準
用
す
る
法
第
七
十
六
条

第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す

る
。

る
。

一
～
八

（
略
）

一
～
八

（
略
）

八
の
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感

染
防
止
医
療
費
の
支
給

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）



○

社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
審
査
委
員
会
及
び
社
会
保
険
診
療
報
酬
請
求
書
特
別
審
査
委
員
会
規
程
（
昭
和
二
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
六
号
）

（
抄
）

（
第
三
条
関
係
）

改

正

案

現

行

第
四
条

審
査
委
員
会
は
、
前
条
の
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

第
四
条

審
査
委
員
会
は
、
前
条
の
審
査
を
す
る
と
き
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

診
療
報
酬
請
求
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
、
契

診
療
報
酬
請
求
書
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
法
律
の
規
定
、
契

約
又
は
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
療
に
関

約
又
は
法
第
十
五
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
医
療
に
関

す
る
給
付
を
行
う
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
診
療
報
酬
請
求
の
適
否
を
審
査

す
る
給
付
を
行
う
者
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
基
づ
き
、
診
療
報
酬
請
求
の
適
否
を
審
査

す
る
も
の
と
す
る
。

す
る
も
の
と
す
る
。

一

（
略
）

（
略
）

一

（
略
）

（
略
）

二

法
第
十
五
条
第
二
項
に

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

二

法
第
十
五
条
第
二
項
に

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

掲
げ
る
規
定
又
は
特
定

十
四
号
）
第
五
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等

掲
げ
る
規
定
に
基
づ
き

十
四
号
）
第
五
十
二
条
（
中
国
残
留
邦
人
等

Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

診
療
報
酬
を
請
求
す
る

の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住
帰
国
後
の

染
者
給
付
金
等
の
支
給

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

医
療
機
関
そ
の
他
の
者

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年
法

に
関
す
る
特
別
措
置
法

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残

（
以
下
「
指
定
医
療
機

律
第
三
十
号
）
第
十
四
条
第
四
項
（
中
国
残

（
平
成
二
十
三
年
法
律

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

関
」
と
い
う
。
）
の
提

留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
及
び
永
住

第
百
二
十
六
号
）
第
十

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

出
す
る
診
療
報
酬
請
求

帰
国
後
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
の
一

七
条
第
一
項
の
規
定
に

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

書

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第

よ
り
診
療
報
酬
を
請
求

百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い

百
二
十
七
号
）
附
則
第
四
条
第
二
項
に
お
い

す
る
こ
と
と
な
る
医
療

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
そ

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
そ

機
関
そ
の
他
の
者
（
以

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
障
害
者
自

の
例
に
よ
る
場
合
を
含
む
。
）
、
障
害
者
自

下
「
指
定
医
療
機
関
」

立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三

と
い
う
。
）
の
提
出
す

号
）
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
同

号
）
第
五
十
八
条
第
三
項
及
び
第
四
項
（
同

る
診
療
報
酬
請
求
書

法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二

法
第
七
十
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
第
二



項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並

び
に
第
六
十
二
条
（
同
法
第
七
十
二
条
に
お

び
に
第
六
十
二
条
（
同
法
第
七
十
二
条
に
お

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
児
童
福

い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
児
童
福

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号

祉
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
六
十
四
号

）
第
二
十
一
条
の
二
（
同
法
第
二
十
四
条
の

）
第
二
十
一
条
の
二
（
同
法
第
二
十
四
条
の

二
十
一
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三

二
十
一
（
同
法
第
六
十
三
条
の
三
の
二
第
三

項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

項
に
お
い
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及

び
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四

び
母
子
保
健
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
百
四

十
一
号
）
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

十
一
号
）
第
二
十
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
原
子
爆
弾
被
爆
者

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
原
子
爆
弾
被
爆
者

に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

に
対
す
る
援
護
に
関
す
る
法
律
（
平
成
六
年

法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
四
条
、
感
染
症
の

法
律
第
百
十
七
号
）
第
十
四
条
、
感
染
症
の

予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号

関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号

）
第
四
十
一
条
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

）
第
四
十
一
条
、
精
神
保
健
及
び
精
神
障
害

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

者
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法

律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
の
六
、
麻

律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
の
六
、
麻

薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年

薬
及
び
向
精
神
薬
取
締
法
（
昭
和
二
十
八
年

法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
十
四
、
戦

法
律
第
十
四
号
）
第
五
十
八
条
の
十
四
、
戦

傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

傷
病
者
特
別
援
護
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

第
百
六
十
八
号
）
第
十
四
条
（
同
法
第
二
十

第
百
六
十
八
号
）
第
十
四
条
（
同
法
第
二
十

条
第
三
項
及
び
同
法
附
則
第
十
一
項
に
お
い

条
第
三
項
及
び
同
法
附
則
第
十
一
項
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
心
神
喪
失

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
心
神
喪
失

等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者

等
の
状
態
で
重
大
な
他
害
行
為
を
行
っ
た
者

の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

の
医
療
及
び
観
察
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
十
三
条
、
石

十
五
年
法
律
第
百
十
号
）
第
八
十
三
条
又
は



綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法

（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
十
二
条
又

律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
四
号
）
第
十
二
条

は
特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金

等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措
置
法
第
十
二
条

第
三
項
及
び
第
四
項
若
し
く
は
第
十
三
条
第

二
項
及
び
第
三
項



○

国
民
健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
厚
生
省
令
第
五
十
三
号
）

（
抄
）

（
第
四
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

（
法
第
九
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
五
条
の
五

法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関

第
五
条
の
五

法
第
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関

す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
九
の
三

（
略
）

一
～
九
の
三

（
略
）

九
の
四

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査

費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染
防
止
医
療
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第

一
項
の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

十
～
十
二

（
略
）

十
～
十
二

（
略
）

（
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す

（
令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す

る
給
付
）

る
給
付
）

第
二
十
七
条
の
十
二

令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

第
二
十
七
条
の
十
二

令
第
二
十
九
条
の
二
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
九
の
三

（
略
）

一
～
九
の
三

（
略
）

九
の
四

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
、
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染

防
止
医
療
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

十
・
十
一

（
略
）

十
・
十
一

（
略
）



（
令
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

（
令
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

）

）

第
二
十
七
条
の
十
五

令
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

第
二
十
七
条
の
十
五

令
第
二
十
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
受
け

定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
は
、
被
保
険
者
が
保
険
医
療
機
関
等
に
つ
い
て
受
け

る
療
養
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

る
療
養
に
つ
い
て
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
七
の
二

（
略
）

一
～
七
の
二

（
略
）

七
の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感

染
防
止
医
療
費
の
支
給

八

（
略
）

八

（
略
）

２

（
略
）

２

（
略
）



○

療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
（
昭
和
五
十
一
年
厚
生
省
令
第
三
十
六
号
）

（
抄
）

（
第
五
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
）

（
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
の
請
求
）

第
一
条

保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
以
下
「
公

第
一
条

保
険
医
療
機
関
若
し
く
は
次
に
掲
げ
る
医
療
に
関
す
る
給
付
（
以
下
「
公

費
負
担
医
療
」
と
い
う
。
）
を
担
当
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
単
に
「

費
負
担
医
療
」
と
い
う
。
）
を
担
当
す
る
病
院
若
し
く
は
診
療
所
（
以
下
単
に
「

保
険
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
保
険
薬
局
若
し
く
は
公
費
負
担
医
療
を
担
当

保
険
医
療
機
関
」
と
い
う
。
）
又
は
保
険
薬
局
若
し
く
は
公
費
負
担
医
療
を
担
当

す
る
薬
局
（
以
下
単
に
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
。
）
は
、
療
養
の
給
付
（
健
康
保

す
る
薬
局
（
以
下
単
に
「
保
険
薬
局
」
と
い
う
。
）
は
、
療
養
の
給
付
（
健
康
保

険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
四
十
五
条
に
規
定
す
る
特
別
療
養
費

険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
第
百
四
十
五
条
に
規
定
す
る
特
別
療
養
費

、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
家
族
療

、
入
院
時
食
事
療
養
費
、
入
院
時
生
活
療
養
費
、
保
険
外
併
用
療
養
費
、
家
族
療

養
費
及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
を
含
む
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は

養
費
及
び
高
額
療
養
費
の
支
給
を
含
む
。
第
八
号
を
除
き
、
以
下
同
じ
。
）
又
は

公
費
負
担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
電
子
情
報
処
理
組

公
費
負
担
医
療
に
関
し
費
用
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
電
子
情
報
処
理
組

織
の
使
用
に
よ
る
請
求
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織

織
の
使
用
に
よ
る
請
求
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
事
項
を
電
子
情
報
処
理
組
織

（
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同

（
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
（
入
出
力
装
置
を
含
む
。
以
下
同

じ
。
）
と
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「
療
養
の

じ
。
）
と
、
療
養
の
給
付
及
び
公
費
負
担
医
療
に
関
す
る
費
用
（
以
下
「
療
養
の

給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬

給
付
費
等
」
と
い
う
。
）
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
保
険
医
療
機
関
又
は
保
険
薬

局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

局
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機
と
を
電
気
通
信
回
線
で
接
続
し
た
電
子
情
報
処
理

組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に

組
織
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
使
用
し
て
、
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に

従
つ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

従
つ
て
電
子
計
算
機
か
ら
入
力
し
て
審
査
支
払
機
関
の
使
用
に
係
る
電
子
計
算
機

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
を
い
う
。

に
備
え
ら
れ
た
フ
ァ
イ
ル
に
記
録
し
て
行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

以
下
同
じ
。
）
又
は
光
デ
ィ
ス
ク
等
を
用
い
た
請
求
（
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る

事
項
を
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
記
録

事
項
を
電
子
計
算
機
を
使
用
し
て
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
方
式
に
従
つ
て
記
録



し
た
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は

し
た
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
規
格
に
適
合
す
る
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
又
は

光
デ
ィ
ス
ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り

光
デ
ィ
ス
ク
（
以
下
「
光
デ
ィ
ス
ク
等
」
と
い
う
。
）
を
提
出
す
る
こ
と
に
よ
り

行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

行
う
療
養
の
給
付
費
等
の
請
求
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
よ
り
行
う
も
の
と
す

る
。

る
。

一
～
九
の
二

（
略
）

一
～
九
の
二

（
略
）

九
の
三

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

九
の
三

石
綿
に
よ
る
健
康
被
害
の
救
済
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
医
療
費
の
支
給

四
号
）
第
四
条
第
一
項
の
医
療
費
の
支
給

九
の
四

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査

費
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
の
母
子
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大

十

前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
医
療
に
関
す
る
給
付
で
あ
つ
て
厚
生
労
働
大

臣
が
定
め
る
も
の

臣
が
定
め
る
も
の

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）



○

高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
十
九
年
厚
生
労
働
省
令
第
百
二
十
九
号
）

（
抄
）

（
第
六
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

（
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

（
法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
十
三
条

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

第
十
三
条

法
第
五
十
四
条
第
四
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
八
の
二

（
略
）

一
～
八
の
二

（
略
）

八
の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
六
号
）
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査

費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯
内
感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

九
～
十
一

（
略
）

九
～
十
一

（
略
）

（
令
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

（
令
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付

）

）

第
六
十
一
条

令
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関

第
六
十
一
条

令
第
十
四
条
第
一
項
第
二
号
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関

す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

す
る
給
付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
八
の
二

（
略
）

一
～
八
の
二

（
略
）

八
の
三

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
又
は
同
法
第
十
四
条
第
一
項
の
世
帯
内

感
染
防
止
医
療
費
の
支
給

九
・
十

（
略
）

九
・
十

（
略
）



（
令
第
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

（
令
第
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給
付
）

第
六
十
八
条

令
第
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

第
六
十
八
条

令
第
十
六
条
第
三
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
医
療
に
関
す
る
給

付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

付
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一
～
六

（
略
）

一
～
六

（
略
）

六
の
二

特
定
Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
感
染
者
給
付
金
等
の
支
給
に
関
す
る
特
別
措

（
新
設
）

置
法
第
十
二
条
第
一
項
の
定
期
検
査
費
の
支
給

七

（
略
）

七

（
略
）


